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  議 事 日 程 第 ６ 号 

 

令和元年９月２７日（金）午前１０時開議 

 

（決算特別委員長報告） 

日程第 １ 認第 １号 平成３０年度米沢市一般会計歳入歳出決算 

日程第 ２ 認第 ２号 平成３０年度米沢市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算 

日程第 ３ 認第 ３号 平成３０年度米沢市後期高齢者医療費特別会計歳入歳出決算 

日程第 ４ 認第 ４号 平成３０年度米沢市介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算 

日程第 ５ 認第 ５号 平成３０年度米沢市と畜場及び食肉市場費特別会計歳入歳出決算 

日程第 ６ 認第 ６号 平成３０年度米沢市青果物地方卸売市場費特別会計歳入歳出決算 

日程第 ７ 認第 ７号 平成３０年度米沢市下水道事業費特別会計歳入歳出決算 

日程第 ８ 認第 ８号 平成３０年度米沢市農業集落排水事業費特別会計歳入歳出決算 

日程第 ９ 認第 ９号 平成３０年度米沢市物品調達費特別会計歳入歳出決算 

日程第１０ 認第１０号 平成３０年度米沢市南原財産区費特別会計歳入歳出決算 

日程第１１ 認第１１号 平成３０年度米沢市三沢東部財産区費特別会計歳入歳出決算 

日程第１２ 認第１２号 平成３０年度米沢市水道事業会計決算 

日程第１３ 認第１３号 平成３０年度米沢市立病院事業会計決算 

日程第１４ 議第６４号 平成３０年度米沢市水道事業会計剰余金の処分について 

 

（総務文教常任委員長報告） 

日程第１５ 議第４９号 米沢市一般職の職員に対する退職手当支給条例等の一部改正について 

日程第１６ 議第５０号 米沢市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正につ 

            いて 

日程第１７ 議第５１号 米沢市立学校の設置等に関する条例の一部改正について 

 

（民生常任委員長報告） 

日程第１８ 議第５２号 交通事故に基づき生じた損害賠償の額の決定及び和解について 

日程第１９ 議第５３号 米沢市印鑑条例の一部改正について 

日程第２０ 議第５４号 米沢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

日程第２１ 議第５５号 米沢市児童センター使用料条例の一部改正について 

日程第２２ 議第５６号 米沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 
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            定める条例の一部改正について 

 

（産業建設常任委員長報告） 

日程第２３ 議第５７号 米沢市新庁舎建設工事請負契約の一部変更について 

日程第２４ 議第５８号 米沢市手数料条例の一部改正について 

 

（予算特別委員長報告） 

日程第２５ 議第５９号 令和元年度米沢市一般会計補正予算（第４号） 

日程第２６ 議第６０号 令和元年度米沢市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号） 

日程第２７ 議第６１号 令和元年度米沢市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号） 

日程第２８ 議第６２号 令和元年度米沢市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２９ 議第６３号 令和元年度米沢市立病院事業会計補正予算（第１号） 

日程第３０ 議第６５号 令和元年度米沢市一般会計補正予算（第５号） 

 

日程第３１ 発議第５号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書の 

            提出について 

日程第３２ 議員派遣について 

 

         ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

   本日の会議に付した事件 

 

議事日程第６号と同じ 

 

         ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  出欠議員氏名 

出席議員（２４名） 

 １番 小 久 保  広  信 議員  ２番 影  澤  政  夫 議員 

 ３番 我  妻  德  雄 議員  ４番 太  田  克  典 議員 

 ５番 山  田  富 佐 子 議員  ６番 佐  藤  弘  司 議員 

 ７番 高  橋     壽 議員  ８番 髙  橋  英  夫 議員 
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 ９番 山  村     明 議員 １０番 堤     郁  雄 議員 

１１番 関  谷  幸  子 議員 １２番 遠  藤  正  人 議員 

１３番 島  軒  純  一 議員 １４番 工  藤  正  雄 議員 

１５番 齋  藤  千 惠 子 議員 １６番 成  澤  和  音 議員 

１７番 中  村  圭  介 議員 １８番 鳥  海  隆  太 議員 

１９番 古  山  悠  生 議員 ２０番 井  上  由 紀 雄 議員 

２１番 小  島     一 議員 ２２番 島  貫  宏  幸 議員 

２３番 木  村  芳  浩 議員 ２４番 相  田  克  平 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

         ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

   出席要求による出席者職氏名 

市 長 中 川   勝  副 市 長 井 戸 將 悟 

総 務 部 長 後 藤 利 明  企画調整部長 我 妻 秀 彰 

市民環境部長 堤   啓 一  健康福祉部長 小 関   浩 

産 業 部 長 菅 野 紀 生  建 設 部 長 杉 浦 隆 治 

会 計 管 理 者 猪 脵 郁 子  上下水道部長 高 野 正 雄 

病院事業管理者 渡 邊 孝 男  
市 立 病 院 

事 務 局 長 
渡 辺 勅 孝 

総 務 課 長 安 部 道 夫  財 政 課 長 遠 藤 直 樹 

総合政策課長 安 部 晃 市  教 育 長 大河原 真 樹 

教育管理部長 渡 部 洋 己  教育指導部長 今 崎 浩 規 

選挙管理委員会 

委 員 長 
小 林   栄  

選挙管理委員会 

事 務 局 長 
村 岡   学 

代表監査委員 森 谷 和 博  
監 査 委 員 

事 務 局 長 
我 妻 祐 一 

農業委員会会長 伊 藤 精 司  
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
宍 戸 徹 朗 

 

         ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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   出席した事務局職員職氏名 

事 務 局 長 三 原 幸 夫  事 務 局 次 長 細 谷   晃 

庶 務 係 長 金 子 いく子  議事調査係長 渡 部 真 也 

主 任 藤 﨑 優 一  主 事 齋 藤 拓 也 

 

         ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 ただいまの出席議員24名でありま

す。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第６号により進めます。 

 

  

 

  日程第１ 認第１号平成３０年度米沢市一 

       般会計歳入歳出決算外１３件 

 

○鳥海隆太議長 日程第１、認第１号平成30年度米

沢市一般会計歳入歳出決算から日程第14、議第64

号平成30年度米沢市水道事業会計剰余金の処分に

ついてまでの議案14件は、議事の都合により一括

議題といたします。 

  この場合、決算特別委員会における審査の経過

と結果について報告願います。 

  決算特別委員長３番我妻德雄議員。 

  〔決算特別委員長３番我妻德雄議員登壇〕 

○３番（我妻德雄議員） おはようございます。 

  御報告申し上げます。 

  去る、８月30日の本会議において、当委員会に

付託されました案件は、認第１号から認第13号ま

で、及び議第64号の議案14件であります。 

  当委員会は、議会日程に従い、10日から13日ま

での４日間にわたり、委員会室において全委員出

席のもと、当局から監査委員、病院事業管理者ほ

か関係部課長に出席を求め、開会いたしました。 

  審査に当たっては、認第１号から認第13号まで

及び議第64号の付託案件を一括議題とし、当局か

ら各会計の歳入歳出決算概要について説明を受け、

続いて、これに対する総括質疑を行い、その後、

認第１号平成30年度米沢市一般会計歳入歳出決算

の歳出から順次審査を行いました。 

  なお、各会計決算の内容につきましては、平成

30年度米沢市歳入歳出決算書のほか関係附属資料

等で各議員御承知と存じますので、その詳細につ

いては省略し、総括質疑及び各会計決算審査の中

でありました質疑、要望等の主なものを取りまと

め申し上げます。 

  まず、総括質疑では、委員から、決算審査にお

けるさまざまな意見や要望等を市当局はどのよう

に生かすのか、その体制はできているのかとの質

疑があり、当局から、決算特別委員会に限らず他

委員会での意見等もあわせて担当部署が取りまと

め、次年度の予算要求に生かしており、審査にお

いても議会からの意見等を踏まえている。また、

取りまとめた意見などの情報を庁内で共有し、施

策に反映できるような体制をとっているとの答弁

がありました。 

  また、委員から、長期的な財政運営に関し、市

庁舎、市立病院の建てかえなどの大規模事業が続

いても、基金を活用することで健全な財政を維持

できると聞いている。市民サービスも低下させる

ことなく維持していただきたいと思うが、今後の

財政運営の基本的な考えはどうかとただされ、当

局から、ことし２月に中長期の財政見通しを示し

たが、これは長期的に市政を担っていくためにも、

将来の見通しを立て、健全な財政運営を心がける

べく公表したものである。大規模事業が続き、人

口減少が進む中にあっても、持続可能な市政運営

を行うために毎年度その見直しを実施し、健全な

財政運営に努めたいとの答弁がありました。 

  このほか、財政健全化計画における職員人件費

の抑制と人員配置の見直しについて、業務監査の

必要性について、国庫支出金等の返還金について、

不用額の考え方などについて、種々質疑、要望が

ありました。 

  次に、一般会計歳入歳出決算のうち、歳出につ

いて申し上げます。 

  まず、第２款総務費では、委員から、未利用地

の売り払いについて、売却額の基礎となるものは

何か。また、小中学校の統廃合等により売却可能

な土地がふえると思われるが、早期売却のための
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検討はしているのかとの質疑があり、当局から、

土地は基本的に路線価を基準として実勢価格に近

い金額を算出して売却し、法定外公共物の場合は

単体での土地利用が難しいことから実勢価格の半

分と評価して売却する。また、広大な土地で高額

となる場合は、鑑定評価し適正な金額を算出して

いる。一方、早期売却については、不動産業者に

も協力を得ながら事例等を調査し、売却方法を検

討していきたいとの答弁がありました。 

  さらに、委員から、第２次米沢市男女共同参画

基本計画に基づく事業について、市はどのように

力を入れているのか。また、市民への周知方法は

どうかとの質疑があり、当局から、まずは啓発活

動が重要だと考え、昨年度は男女共同参画を促す

標語と川柳を募集し、1,800点を超える応募があっ

た。また、ナセＢＡにおいて、男女共同参画やＤ

Ｖ防止に係るパネル展、市職員の意識づけのため

の特別研修などを開催した。一方、市民への周知

については、広報やホームページを活用している

が、まだまだ市民に浸透していないことから、市

職員を先頭に企業や学生を通じて意識が広がるよ

う啓発していきたいとの答弁がありました。 

  また、委員から、各家庭における車の維持に係

る負担、高齢化や環境への影響等を考慮し、公共

交通の利用を促す必要がある。そのためには、公

共交通の利用を習慣化させる啓発活動が重要では

ないかとただされ、当局から、民間バス路線を含

めた市民バスの時刻表を全戸配布するとともに、

学生に対し、バスナビのＱＲコード入力を促す取

り組みなどを行っているが、広報活動が十分では

ないと認識していることから、今後とも周知徹底

を図っていきたいとの答弁がありました。 

  このほか、公用車へのドライブレコーダーの設

置状況について、在住外国人の支援について、米

沢ブランド戦略事業における「技」を起点とした

モデル事業について、市重要備品の管理等につい

て、種々質疑、要望がありました。 

  次に、第３款民生費では、委員から、高齢者温

泉利用福祉事業は、週に４回しか利用することが

できず、利用者から不満の声が上がっている。１

事業者ではなく、複数の事業者に委託する考えは

ないのかとの質疑があり、当局から、この事業は

寿山荘の代替事業であり、単に入浴だけではなく、

高齢者の相談業務、イベントの開催などの老人福

祉センターとしての機能をまとめ、公募により開

始した事業であることから、１事業者への委託が

基本だと考えている。一方、利用可能日について

は検討の余地があることから、委託事業者と協議

していきたいとの答弁がありました。 

  また、委員から、現在、障がい児通所施設は充

足しているのかとただされ、当局から、毎年、障

がい児の通所利用がふえている状況にあるが、重

度の障がい児以外の通所施設は充足しているとの

答弁がありました。 

  これに対し、委員から、重度の障がい児の通所

に関する課題について、本市はどのように認識し

ているのかとただされ、当局から、現在の通所施

設では、重度の障がい児を受け入れられる人員体

制とはなっていないところもあり、その対応に当

たっては、施設職員の協力により成り立っている

ので、大変厳しい状況にあると認識しているとの

答弁がありました。 

  このほか、避難行動要支援者名簿の作成状況に

ついて、障がい者自立支援給付事業における就労

継続支援の状況について、放課後児童健全育成事

業費の不用額等について、種々質疑、要望があり

ました。 

  次に、第４款衛生費では、委員から、本市にお

いて、母親の産後ケアはどのように行っているの

かとの質疑があり、当局から、出産後なるべく早

期に訪問し、育児の状況や環境等を確認している。

また、必要に応じて保健師や養育支援訪問員によ

り支援を行うこととしているほか、おやこ広場な

どの市の事業や医療機関と連携し、育児不安の軽

減に努めているとの答弁がありました。 

  また、委員から、小規模水道組合が管理する送
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水管の老朽化が相当進んでおり、これから更新時

期を迎えることになるが、市は組合に対し、対応

策等の指導を行っているのか。また、万が一給水

できない状況になった場合の支援はあるのかとた

だされ、当局から、小規模水道の管轄は県である

が、市は飲料水改善事業費補助金を設け、組合が

管理する基幹施設や設備の更新等に対し、その費

用の一部を補助している。また、設備の故障や濁

りなどが発生した場合は、市の給水車を使用し対

応するとの答弁がありました。 

  このほか、献血事業について、自殺予防におけ

るゲートキーパー研修会の対象者について、公衆

便所の清掃状況等について、種々質疑、要望があ

りました。 

  次に、第５款労働費では、委員から、市内の企

業で実際に働いている外国人労働者の就労形態に

ついて本市は把握しているのか。また、外国人労

働者が抱える日常生活での問題等を解消するため、

相談窓口が必要ではないかとの質疑があり、当局

から、各企業における外国人労働者の就労形態は

把握できないが、外国人を雇用する事業主はハロ

ーワーク米沢に届け出義務があることから、ハロ

ーワーク米沢管内の外国人労働者の雇用実数は把

握している。一方、外国人労働者を受け入れる企

業の相談窓口については、県が外国人総合相談ワ

ンストップセンターを設置しているが、本市で生

活していく上での支援やケアも必要になると考え

ているので、受け入れ企業に対してさまざまな形

で情報提供していきたいとの答弁がありました。 

  このほか、労働者生活安定資金貸付金の貸し付

け対象等について、アクティー米沢の施設や設備

の経年劣化の状況等について、種々質疑、要望が

ありました。 

  次に、第６款農林水産業費では、委員から、米

沢の観光資源としても定着している小野川地区の

田んぼアートについて、市は事業継続のために、

地元の関係者とどのように協議を進めていくのか

とただされ、当局から、三沢地区や小野川温泉の

方々にはこれまでも数多く参加していただき、さ

まざまな形で協力をいただいている。事業を継続

していくためには、地域の方々等に主体的にかか

わっていただくことが必要と考えており、行政も

連携を図りながら協議を進めていきたいとの答弁

がありました。 

  また、委員から、有害鳥獣被害の対策に一定の

効果があるモンキードッグによる追い払いについ

て、昨年度で一旦終了したとのことだが、それに

かわる追い払いの考えはあるのかとの質疑があり、

当局から、モンキードッグによる追い払いは今後

も検討していくが、現在は地域の方々に花火を活

用した追い払いを継続していただいており、さら

にどのような方法が有効であるか、関係者と協議

を重ねたいとの答弁がありました。 

  このほか、新規狩猟者免許取得等補助金の申請

状況について、農地の集約化等について、種々質

疑、要望がありました。 

  次に、第７款商工費では、委員から、西吾妻山

観光拠点誘客事業を株式会社天元台に委託してい

るとのことだが、天元台高原を拠点として誘客す

ることは、企業の主たる業務ではないのかとただ

され、当局から、業務内容としては、市内への誘

客に資する広告や宣伝、各種イベントの開催、温

泉と連携した商品の企画などであるが、本市は天

元台高原を山岳観光の拠点として位置づけており、

一方では、公的な役目を担う機能もあることや株

式会社天元台の厳しい経営状況を鑑みて、本事業

を委託して実施したものであるとの答弁がありま

した。 

  また、委員から、道の駅米沢については、想定

を超えている来館者があり、売り上げも好調だと

聞いている。月に一度の運営会議では、利益の分

配や今後の設備投資などについて協議したと思う

が、これまでの経過はどうかとの質疑があり、当

局から、経費分担については、施設の管理運営に

必要な経費を指定管理料により市が負担し、営利

が伴う部分の建物や設備品、土地の使用料を運営
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会社が市に支払うこととしている。一方、前年度

決算では業績が好調で黒字となったが、設立後１

年目の企業のため、経営基盤の強化を図るために

は一定程度の内部留保をしながら経営体質を強め

ていく必要があることから、市は使用料の減免措

置をとることとした。その経緯については、市も

参画している経営会議において、その都度協議し、

決定した内容であるとの答弁がありました。 

  このほか、有機エレクトロニクス関連技術の産

業化について、米沢オフィス・アルカディア企業

立地促進助成金の内容について、天元台ロープウ

ェイ支柱構造計算業務委託の目的と成果について、

種々質疑、要望がありました。 

  次に、第８款土木費では、委員から、住宅リフ

ォーム総合支援事業費補助金については、申請者

への支援だけではなく、市内の建設業者、建材販

売業者等の仕事の掘り起こしもでき、非常に効果

がある制度だと思うが、経済波及効果などは検証

しているのかとの質疑があり、当局から、昨年度

は313件の申請があり、補助額は約4,500万円とな

った。これを補助割合で割り返し想定すると、約

６億2,000万円と見積もられることから、市場には

最低でもこの金額が出回ったと考えられるのでは

ないかとの答弁がありました。 

  また、委員から、市道整備は市民からの要望が

非常に多いと思うが、優先順位の基準は何か。ま

た、市民にわかるように、その優先順位を公表で

きないかとただされ、当局から、整備要望があっ

た箇所について、事業効果、防災の観点、交通量、

交通事故の有無、通学路であるかなどさまざまな

状況を加味しながら優先順位をつけている。一方、

事業の進捗や予算が確定していない状況での優先

順位の公表は難しいと考えているとの答弁があり

ました。 

  さらに、委員から、市道整備や側溝整備等の単

独事業費については、幾つかの事業費を合わせた

予算の大枠が決まっていて、その中でやりくりし

ながら市民要望の実現に向けて事業を進めている

と思うが、その方法には疑問を感じる。今後、予

算の枠をふやさない限り、市民要望に応えること

ができないのではないかとの質疑があり、当局か

ら、基本的には、まちづくり総合計画の実施計画

に基づき予算計上していることから、予算の増額

については財政当局と協議したいとの答弁があり

ました。 

  このほか、危険空き家等の対策について、市道

白布湯元線の融雪設備について、景観形成重点地

区の整備状況について、種々質疑、要望がありま

した。 

  次に、第９款消防費では、委員から、市が配付

した防災ラジオの効果検証はしたのか。また、若

い人はスマートフォンで情報収集する人が多いこ

とから、自宅から離れていても情報が得られるス

マートフォンや他の媒体への情報発信も必要と考

えるがどうかとの質疑があり、当局から、防災ラ

ジオの使用者に対し、窪田地区の防災訓練で情報

を発信した事例があるが、効果検証まではできて

いない。また、防災ラジオは数ある情報伝達手段

の一つと考えており、災害発生時にはスマートフ

ォンを含め、重層的に発信を行いたいとの答弁が

ありました。 

  さらに、委員から、避難行動要支援者の名簿情

報について、提供を受けた組織にどのように活用

してほしいのか、市はマニュアルを整備すべきと

思うがどうかとただされ、当局から、名簿情報は

自主防災組織の中で共有し、有事の際、安否確認

や逃げおくれ、避難所への誘導などに使用される

と考えている。現在、マニュアルはないところだ

が、国や県の指針等を参考にしながら、名簿情報

の活用について周知していきたいとの答弁があり

ました。 

  このほか、消防団の機動力の向上と組織見直し

について、土砂災害警戒情報の発令基準等につい

て、種々質疑、要望がありました。 

  次に、第10款教育費では、委員から、スクール

ガイダンスプロジェクト事業において、不登校対
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策専門員、スクールソーシャルワーカーを配置し

ているが、各学校への巡回は行っているのかとの

質疑があり、当局から、この職員については、適

応指導教室に通っている児童生徒への指導を担当

するとともに、各校の状況を把握するために、ま

た必要に応じて年に複数回各学校を巡回している

との答弁がありました。これに対し、委員から、

今後もそのような機会を積極的にふやし、事業の

充実を図っていただきたいとの要望がありました。 

  また、委員から、生活保護や就学援助を受けて

いない、いわゆるボーダーライン上にある困窮世

帯において、給食費の支払いが大変だという声を

聞いている。就学援助は教育に係る費用の全体に

対して援助を受けるものと理解しているが、ボー

ダーライン上にある困窮世帯に対し、給食費に限

っての援助は制度上できるのかとの質疑があり、

当局から、就学援助の基準に基づき扶助している

ので、今のところその対応はできないとの答弁が

ありました。これに対し、委員から、給食費につ

いては、県内においても就学援助を受けていない

世帯に対し補助している実態もあることから、本

市も検討していただきたいとの要望がありました。 

  このほか、通学路の暗がり解消について、旧浅

川分校の活用等について、種々質疑、要望があり

ました。 

  次に、第11款災害復旧費では、委員から、市道

清六平五色姥湯線の災害復旧工事は全て完了した

のか。また、車は通行できるのかとの質疑があり、

当局から、昨年度ようやく復旧工事が完了し、現

在は通行可能である。ただし、五色温泉から途中

までは車で通行できるが、その先の滑川温泉に至

る部分はトレッキングコースの位置づけであるこ

とから、徒歩でのみ通行が可能であるとの答弁が

ありました。 

  次に、第12款公債費及び第13款予備費について

は、とりわけ質疑がありませんでした。 

  次に、歳入では、委員から、諸収入中、生活保

護費返還金の考え方として、生活保護受給者に対

し、最低生活費の金額の中から返還させるケース

はあるのかとの質疑があり、当局から、受給者の

同意のもと、無理のない範囲で返還いただいてい

るとの答弁がありました。 

  これに対し、委員から、本市から同意を求めて

はいけないのではないかとただされ、当局から、

本市から同意を求めているわけではなく、受給者

と協議の上、国からの通知に従って対応している

ものであるとの答弁がありました。 

  このほか、おまつり広場等における行政財産目

的外使用料の算出根拠等について、都市公園使用

料の内訳について、環境保全協力金の考え方につ

いて、質疑がありました。 

  以上が、一般会計歳入歳出決算の審査における

質疑の主なものであります。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

認定すべきものと決しました。 

  続いて、特別会計について御報告申し上げます。 

  初めに、認第２号平成30年度米沢市国民健康保

険事業勘定特別会計決算では、委員から、全国的

に国保税の負担の重さが問題になっており、その

結果として強制的な徴収、厳しい取り立てが行わ

れ、国会でも取り上げられているが、本市の認識

はどうかとの質疑があり、当局から、数は少ない

が不誠実な方もいることから、法令等にのっとり

納税指導に当たっているとの答弁がありました。 

  そのほか、国保税の不納欠損処分と差し押さえ

の状況について、質疑、要望がありました。 

  採決に当たっては、委員から、国保税の負担は

他の医療保険の保険料と比べても高く、協会けん

ぽ並みに引き下げる必要があるとの提案をしてき

たが、本市はそのような措置が全くとられていな

いことから認定できないとの意見がありましたの

で、起立採決を行った結果、賛成多数で認定すべ

きものと決しました。 

  次に、認第３号平成30年度米沢市後期高齢者医

療費特別会計決算では、委員から、保険料軽減の

特例措置を適用している対象者数はどうか。また、
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特例措置の適用がなくなった後の減免制度はある

のかとの質疑があり、当局から、対象者は1,850

名と把握している。一方、特例措置がなくなった

場合は、本則どおりの軽減に戻るとの答弁があり

ました。 

  採決に当たっては、委員から、低所得者に対す

る保険料軽減の特例措置が廃止され、高齢者の負

担がふえることになる。加入者の負担を軽減する

ことに力を尽くすべきであり、認定できないとの

意見がありましたので、起立採決を行った結果、

賛成多数で認定すべきものと決しました。 

  次に、認第４号平成30年度米沢市介護保険事業

勘定特別会計決算では、委員から、第７期介護保

険事業計画の期間中、特別養護老人ホームの建設

計画はないとのことだが、施設整備にあっては、

市民の入所希望やサービスに対する需要を基本と

して考える必要があるのではないかとの質疑があ

り、当局から、本市の施設整備の充足率は、県内

の自治体や全国の類似団体と比較しても同等程度

であることから、第７期の計画期間中は建設しな

いと判断したものであるとの答弁がありました。 

  このほか、訪問入浴介護サービスの利用状況等

について質疑がありました。 

  採決に当たっては、委員から、本市の高齢化率

も上昇していることから、施設系サービスの整備

として、特に特別養護老人ホームの開設、増床は、

市民が求めていることだと思うので、再度検討し

ていただきたい。また、介護保険料については、

消費増税を考慮した引き下げにとどまらず、本市

一般会計からの繰り入れにより引き下げるべきで

あり、認定できないとの意見がありましたので、

起立採決を行った結果、賛成多数で認定すべきも

のと決しました。 

  次に、認第５号平成30年度米沢市と畜場及び食

肉市場費特別会計決算では、委員から、と畜頭数

の増加につながるような施策を展開する必要があ

るとのことだが、本市はその対策をどのように検

討しているのかとの質疑があり、当局から、牛に

ついては、特に肥育農家の牛舎の増築に対する支

援を継続したいと考えている。また、置賜定住自

立圏共生ビジョンで計画している圏域内の畜舎整

備の充実に向け、本市が中心的な立場として事業

を推進していきたい。一方、豚については、米沢

食肉公社が行っている集荷奨励措置に対して支援

し、と畜頭数の増加に努めたいと考えているとの

答弁がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

認定すべきものと決しました。 

  次に、認第６号平成30年度米沢市青果物地方卸

売市場費特別会計決算では、委員から、施設の老

朽化による建てかえも含めた今後の市場のあり方

について、昨年度にその方針を決定したようだが、

どのような内容かとただされ、当局から、基本的

な考え方として、民間が主導で施設を建てかえて

機能強化を図ること、本市が応分の負担や支援を

行うことについて決定したものである。また、支

援内容や建てかえ後の運営方法などの詳細は、今

後継続して協議する必要があるとの答弁がありま

した。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

認定すべきものと決しました。 

  次に、認第７号平成30年度米沢市下水道事業費

特別会計決算では、委員から、平成30年度におけ

る事業実績の概略、下水道整備要望箇所への対応

状況について質疑があり、当局から、事業実績の

概略としては、管渠整備を約1,800メートル進めた

ことによって、事業計画面積に対して80.4％の整

備率となった。また、引き続き、終末処理場の改

築工事を令和２年度までの４カ年計画に基づいて

実施したところである。一方、管渠整備は、地域

から要望があった箇所を中心に進めており、接続

率も高い状況であるとの答弁がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

認定すべきものと決しました。 

  次の、認第８号平成30年度米沢市農業集落排水

事業費特別会計決算から認第11号平成30年度米沢
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市三沢東部財産区費特別会計決算までの４案件に

ついては、質疑や意見もなく、全委員異議なく、

認定すべきものと決しました。 

  次の、認第12号平成30年度米沢市水道事業会計

決算及び議第64号平成30年度米沢市水道事業会計

剰余金の処分については、関連がありましたので、

一括して審査を行いました。 

  まず、委員から、決算審査意見書に記載がある

とおり、老朽管更新事業については課題があり、

本市の基幹管路の耐震化率も全国平均値を下回っ

ている。本市は、老朽化した鋳鉄管を耐震管に直

接更新しているようだが、耐震化が進まない理由

は何か。また、技術者の不足が深刻な問題である

と業界団体から聞いているが、市としての考えは

どうかとの質疑があり、当局から、老朽管更新事

業については、県の補助事業により進めている。

現在、市街地の工事を行っているため、交通規制

に係る交通誘導員の確保が難しいことや、古い管

を撤去しながらの作業のため、単に水道管を布設

するだけの工事に比べて若干時間を要している。

一方、建設業界からは、技術者と若手労働者の確

保は急務だと聞いており、週休２日制導入による

工事発注や諸経費の見直しが検討されていること

から、それらも考慮した事業の推進に努めていき

たいとの答弁がありました。 

  このほか、公募公債の購入と資金運用について、

災害時等における給水応援協定等について、質疑

がありました。 

  採決に当たっては、議第64号及び認第12号につ

いて、それぞれ採決を行った結果、全委員異議な

く、可決、認定すべきものと決しました。 

  次に、認第13号平成30年度米沢市立病院事業会

計決算では、委員から、医業収益の確保について、

本市はどのように考えているのかとの質疑があり、

当局から、最終的には医師の確保が重要となるが、

増患対策が必要と考えており、医師の負担軽減の

ために軽症の患者は抑制しつつも地域の医師との

連携強化によって、紹介や逆紹介率を上げて患者

数をふやし、収入増につなげたいとの答弁があり

ました。 

  また、委員から、累積欠損金の処理はどのよう

に考えているかとただされ、当局から、会計処理

上、整理することは可能だが、経営体質が変わる

わけではないことから、タイミングを見計らって

いる状況である。現在は、債務超過の解消のほう

が急務であるため、解消した際は、新病院の建設

とあわせて会計処理等を考えていきたいとの答弁

がありました。 

  さらに、委員から、新病院開院後における、市

立病院と三友堂病院の救急体制について、市民説

明会ではどのように説明したのかとの質疑があり、

当局から、説明会では、医師の増員が望めない中

で両病院が同じ救急医療を担うことは困難であり、

地域医療を守るためには市立病院が急性期医療、

三友堂病院は回復期医療に特化するしかないと説

明し、出席者からは一定の理解が得られたと思っ

ているとの答弁がありました。 

  このほか、医師の長時間労働の実態と認識につ

いて、未収金の内訳について、高額医療機器の選

定等について、種々質疑、要望がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

認定すべきものと決しました。 

  以上、当委員会に付託されました案件の審査経

過の概要と、その結果を申し上げ、委員長報告と

いたします。 

○鳥海隆太議長 ただいまの決算特別委員長報告に

対し、御質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  決算特別委員長報告中、異議のありました認第

２号から認第４号までの議案３件を除く、認第１

号、認第５号から認第13号まで及び議第64号の議

案11件を委員長報告のとおり決するに御異議あり
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ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。 

  よって、認第１号、認第５号から認第13号まで

及び議第64号の議案11件は、委員長報告のとおり

決まりました。 

  次に、異議のありました認第２号から認第４号

までの議案３件について、順次起立により採決い

たします。 

  初めに、認第２号について採決いたします。 

  認第２号に対する委員長報告は、賛成多数で認

定であります。 

  お諮りいたします。 

  認第２号を委員長報告のとおり決するに賛成の

議員は御起立願います。 

  〔賛成者起立〕 

○鳥海隆太議長 起立多数であります。よって、認

第２号は委員長報告のとおり決まりました。 

  次に、認第３号について採決いたします。 

  認第３号に対する委員長報告は、賛成多数で認

定であります。 

  お諮りいたします。 

  認第３号を委員長報告のとおり決するに賛成の

議員は御起立願います。 

  〔賛成者起立〕 

○鳥海隆太議長 起立多数であります。よって、認

第３号は委員長報告のとおり決まりました。 

  次に、認第４号について採決いたします。 

  認第４号に対する委員長報告は、賛成多数で認

定であります。 

  お諮りいたします。 

  認第４号を委員長報告のとおり決するに賛成の

議員は御起立願います。 

  〔賛成者起立〕 

○鳥海隆太議長 起立多数であります。よって、認

第４号は委員長報告のとおり決まりました。 

 

  

 

  日程第１５ 議第４９号米沢市一般職の職 

        員に対する退職手当支給条例 

        等の一部改正について外２件 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第15、議第49号米沢市

一般職の職員に対する退職手当支給条例等の一部

改正についてから日程第17、議第51号米沢市立学

校の設置等に関する条例の一部改正についてまで

の議案３件は、議事の都合により一括議題といた

します。 

  この場合、総務文教常任委員会における審査の

経過と結果について報告願います。 

  総務文教常任委員長16番成澤和音議員。 

  〔総務文教常任委員長１６番成澤和音議員登壇〕 

○１６番（成澤和音議員） 御報告申し上げます。 

  去る８月30日の本会議におきまして当委員会に

付託されました案件は、議案３件であります。 

  当委員会は、議会日程に従い、17日午前10時か

ら、委員会室において、全委員出席のもと、関係

部課長等に出席を求め開会いたしました。 

  以下、審査の経過と結果について御報告申し上

げます。 

  初めに、議第49号米沢市一般職の職員に対する

退職手当支給条例等の一部改正についてでありま

すが、本案は、成年後見制度の利用の促進に関す

る法律に基づく措置として、成年被後見人及び被

保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等である

ことを理由に不当に差別されないよう、成年被後

見人等に係る欠格条項を削るなどした地方公務員

法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとする

ものであります。 

  本案については、質疑や意見もなく、全委員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第50号米沢市コミュニティセンターの

設置及び管理に関する条例の一部改正についてで

ありますが、本案は、米沢市上郷コミュニティセ
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ンターの位置を変更し、その使用に係る使用料に

ついて定めるほか、規定の整備を図ろうとするも

のであります。 

  本案に対し、委員から、防災活動の拠点として

の機能を条例の設置規定に追加するのは、上郷コ

ミュニティセンターを兼ねる（仮称）上郷防災セ

ンターの建設に、交付税措置のある緊急防災・減

災事業債を活用することが関係しているのかとの

質疑があり、当局から、これまでも全てのコミュ

ニティセンターが地域防災訓練の実施や自主防災

組織の組織化などで地域の防災活動の拠点となっ

ていることから、これを明確化するために追加し

たものであるとの答弁がありました。 

  また、委員から、条例が改正された場合には、

地域単位の防災活動を広げていくため、コミュニ

ティセンターが地域の防災活動の拠点としての役

割を条例の規定によって担うようになったという

ことを、広報よねざわや防災体験などを通し市民

に周知していくべきではないかとただされ、当局

から、条例改正によってコミュニティセンターを

地域の防災活動の拠点として位置づけたことにつ

いても、各コミュニティセンターを通じてしっか

り周知し、地域づくりや福祉の側面からも自主防

災活動の意識高揚に努めていきたいとの答弁があ

りました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第51号米沢市立学校の設置等に関する

条例の一部改正についてでありますが、本案は、

国立病院機構米沢病院に入院する病弱児童生徒に

対し、治療や自立活動を行いながら学習指導する

ために設置した米沢市立関根小学校松原分校及び

米沢市立第五中学校松原分校について、平成21年

度以降は休校となっており、現在、病院には一般

の小児病棟がなく、今後該当する児童生徒が入級

することはないことから、両松原分校を廃止しよ

うとするものであります。 

  本案に対し、委員から、松原分校の廃止後にお

ける治療が必要な病弱児童生徒への対応について

質疑があり、当局から、長期の入院が必要な病弱

児童生徒については、治療を第一に、山形大学医

学部附属病院を初め、その病気の専門医がいる病

院に入院し、治療を受けながら院内学級に通学す

るなどしており、入院は必要ないが体力的な問題

や特別な配慮の必要がある児童生徒については、

市内小中学校の特別支援学級に通学するなどして

いるところである。この対応を今後も継続してい

きたいと考えているとの答弁がありました。 

  また、委員から、松原分校と現在休校中のほか

の分校の廃止についての考え方の違いは何かとの

質疑があり、当局から、松原分校については、入

級するような病弱児童生徒は市内小中学校の特別

支援学級で対応可能なことから、このたび廃止の

方針としたところだが、ほかの分校については、

その地域の学校だったという歴史があるため、地

域住民に対して丁寧に適正規模・適正配置の考え

を説明し、十分に協議しながら検討していきたい

と考えているとの答弁がありました。 

  さらに、委員から、長期入院が必要な病弱児童

生徒が市外の院内学級に通学している実態はどう

なっているのかとの質疑があり、当局から、平成

29年度、30年度及び令和元年度ともそれぞれ２名

ずつ市外の院内学級に通っていたが、いずれも年

度途中で退院しているとの答弁がありました。 

  また、委員から、院内学級に通学する場合に本

市教育委員会としての支援措置は何かあるのかと

の質疑があり、当局から、障がいのある児童生徒

等が特別支援学校や小中学校の特別支援学級等で

学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費につい

て、国や自治体が補助する仕組みである特別支援

教育就学奨励費の交付対象となるとの答弁があり

ました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上、当委員会に付託されました議案３件の審

査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたし



- 238 - 

ます。 

○鳥海隆太議長 ただいまの総務文教常任委員長報

告に対し、御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第49号から議第51号までの議案３件を委員長

報告のとおり決するに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。よって、

議第49号から議第51号までの議案３件は、委員長

報告のとおり決まりました。 

 

  

 

  日程第１８ 議第５２号交通事故に基づき 

        生じた損害賠償の額の決定及 

        び和解について外４件 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第18、議第52号交通事

故に基づき生じた損害賠償の額の決定及び和解に

ついてから日程第22、議第56号米沢市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正についてまでの議案

５件は、議事の都合により一括議題といたします。 

  この場合、民生常任委員会における審査の経過

と結果について報告願います。 

  民生常任委員長22番島貫宏幸議員。 

  〔民生常任委員長２２番島貫宏幸議員登壇〕 

○２２番（島貫宏幸議員） 御報告申し上げます。 

  去る８月30日の本会議において、当委員会に付

託されました案件は、議案５件であります。 

  当委員会は、議会日程に従い、18日の午前10時

から、委員会室において、全委員出席のもと、関

係部課長の出席を求め開会いたしました。 

  以下、審査の経過と結果について御報告申し上

げます。 

  初めに、審査に先立ち、議第56号米沢市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてに対す

る市長からの議案の訂正の申し出について当局か

ら説明がありました。訂正の理由は、幼児教育・

保育の無償化に向けた、子ども・子育て支援法の

改正に伴う内閣府令の誤りによるものであります。 

  本件に対し、委員から、幼児教育・保育の無償

化に向けて、事前に施設や保護者への説明を行っ

ているようだが、今回の訂正により混乱は起きな

いかとただされ、当局から、軽微な文言の訂正の

みであり、この訂正による実務的な影響はなく、

保護者及び施設への影響もないとの答弁がありま

した。 

  本件については、全委員異議なく、承認すべき

ものと決しました。 

  次に、議第52号交通事故に基づき生じた損害賠

償の額の決定及び和解についてでありますが、本

案は、本市事業であるいきいきデイサービスの送

迎中の交通事故に基づき生じた損害賠償について、

損害賠償の額を決定し、和解しようとするもので

あります。 

  本案に対し、委員から、事故後、再発防止策と

してどのようなことを考えているかとの質疑があ

り、当局から、事業者に対し、バス利用者へのシ

ートベルト装着の呼びかけを徹底することなどの

指導を強化するとともに、事業者からは高齢者向

けの事業であることを意識させ、運転手の安全運

転研修を定期的に実施することで再発防止に努め

る旨の回答があったとの答弁がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第53号米沢市印鑑条例の一部改正につ

いてでありますが、本案は、印鑑の登録に係る登

録事項について、旧氏の追加及び男女の別の削除

を行うとともに、印鑑登録証明書について民間事

業者の使用に係る多機能端末機で交付できるよう
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にするほか、規定の整備を図ろうとするものであ

ります。 

  本案については、質疑もなく、意見もなく、全

委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第54号米沢市災害弔慰金の支給等に関

する条例の一部改正についてでありますが、本案

は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔

慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴

い、所要の改正を行おうとするものであります。 

  本案については、質疑もなく、意見もなく、全

委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第55号米沢市児童センター使用料条例

の一部改正についてでありますが、本案は、児童

センターにおいて集団指導を受ける児童のうち、

使用料を徴収する対象となる者の範囲を定めるほ

か、規定の整備を図ろうとするものであります。 

  本案については、質疑もなく、意見もなく、全

委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第56号米沢市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部改正についてでありますが、本案は、

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準の一部改正に伴い所要の改正を行

うとともに、食事の提供に要する費用に係る多子

世帯の負担を引き続き軽減しようとするものであ

ります。 

  本案に対し、委員から、本市の場合、３歳以上

で保育を必要とする子供や、保育ではなく教育を

受けたいが入れる施設がない子供で、近くに小規

模保育事業所しかないというような状況はあり得

るのかとの質疑があり、当局から、本市の場合、

保育所、認定こども園、幼稚園など全ての施設が

そろっているため、そのような状況にはならない

との答弁がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上、当委員会に付託されました議案５件の審

査の経過と結果を報告申し上げ、委員長報告とい

たします。 

○鳥海隆太議長 ただいまの民生常任委員長報告に

対し、御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第52号から議第56号までの議案５件を委員長

報告のとおり決するに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。よって、

議第52号から議第56号までの議案５件は委員長報

告のとおり決まりました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 再開いたします。 

 

  

 

  日程第２３ 議第５７号米沢市新庁舎建設 

        工事請負契約の一部変更につ 

        いて外１件 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第23、議第57号米沢市

新庁舎建設工事請負契約の一部変更について及び

日程第24、議第58号米沢市手数料条例の一部改正

についての議案２件は、議事の都合により一括議

題といたします。 
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  この場合、産業建設常任委員会における審査の

経過と結果について報告願います。 

  産業建設常任委員長21番小島一議員。 

  〔産業建設常任委員長２１番小島 一議員登壇〕 

○２１番（小島 一議員） 御報告申し上げます。 

  去る８月30日の本会議において、当委員会に付

託されました案件は、議案２件であります。 

  当委員会は、議会日程に従い、19日の午前10時

から、委員会室において、全委員出席のもと、関

係部課長の出席を求め開会いたしました。 

  以下、審査の経過と結果について、御報告申し

上げます。 

  初めに、議第57号米沢市新庁舎建設工事請負契

約の一部変更についてでありますが、本案は、令

和元年６月定例会で契約の一部を変更する議決を

し、現在施工している米沢市新庁舎建設工事につ

いて、実施設計の完了による工事内容の一部変更

に伴い、契約金額を46億6,173万円から1,051万

9,200円減額し、46億5,121万800円に契約を変更し

ようとするものであります。 

  本案については、質疑や意見もなく、全委員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第58号米沢市手数料条例の一部改正に

ついてでありますが、本案は、建築基準法の規定

に基づき建築物の用途を変更して一時的に興行場

などとして使用する場合の使用許可申請の審査事

務等に係る手数料を徴収しようとするものであり

ます。 

  本案に対し、委員から、既存建築物の一部を用

途変更する場合に係る全体計画認定制度における

計画期間は最長で何年になるかとの質疑があり、

当局から、国土交通省からの通知で一般的には５

年程度とされているが、耐震性がしっかりしてい

るなど一定の安全性が担保されている場合では、

20年程度まで延ばすことが可能であるとの答弁が

ありました。 

  また、委員から、既存建築物の用途を変更して

一時的にほかの用途として使用する場合の期間に

ついてただされ、当局から、基本的には１年程度

と規定されているが、期間が１年でおさまらない

場合などに、特定行政庁が建築審査会の同意を得

て認めた場合には１年を超えることができるとの

答弁がありました。 

  さらに、委員から、用途変更の計画の際に当該

建築物に耐震性が欠けているような場合には、段

階的、計画的な改修はできないのかとの質疑があ

り、当局から、耐震性に欠けている場合であって

も、区分して、最初の区画を耐震化して改修し、

次に別の区画を耐震化して改修するというように、

全体計画を認定することで、段階的、計画的に改

修することが可能であるとの答弁がありました。 

  また、委員から、こうした申請はどの程度出て

くる見込みかとの質疑があり、当局から、本市は

限定特定行政庁であり、扱うことのできる建物が

小規模なものに限られているため、そうした申請

が出てくる可能性は低いものと考えているとの答

弁がありました。 

  さらに、委員から、この制度の運用に当たって

は、運用基準やマニュアルを整備しておかないと、

誤った許可をしてしまうなどのおそれはないかと

の質疑があり、当局から、事前にそうした基準等

をしっかり確認して体制を確立したいとの答弁が

ありました。 

  また、委員から、市民が空き家等を購入し、そ

の一部を改修して別の用途で使用するような場合

に、この制度を活用しやすいように促し、周知に

努めていただきたいとの要望がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上、当委員会に付託されました議案２件の審

査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたし

ます。 

○鳥海隆太議長 ただいまの産業建設常任委員長報

告に対し、御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○鳥海隆太議長 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第57号及び議第58号の議案２件を委員長報告

のとおり決するに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。よって、

議第57号及び議第58号の議案２件は委員長報告の

とおり決しました。 

 

  

 

  日程第２５ 議第５９号令和元年度米沢市 

        一般会計補正予算（第４号） 

        外５件 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第25、議第59号令和元

年度米沢市一般会計補正予算（第４号）から日程

第30、議第65号令和元年度米沢市一般会計補正予

算（第５号）までの議案６件は、議事の都合によ

り一括議題といたします。 

  この場合、予算特別委員会における審査の経過

と結果について報告願います。 

  予算特別委員長６番佐藤弘司議員。 

  〔予算特別委員長６番佐藤弘司議員登壇〕 

○６番（佐藤弘司議員） 御報告申し上げます。 

  去る８月30日及び９月６日の本会議において、

当予算特別委員会に付託されました案件は、議案

６件であります。 

  当委員会は、議会日程に従い、20日午前10時か

ら、委員会室において、全委員出席のもと、当局

から市長を初め、教育長、病院事業管理者及び関

係部課長等にも出席を求め、審査を行いました。 

  なお、議案の内容につきましては、市長の説明

要旨や事項別明細書等で各議員御承知のことと存

じますので、その説明を省略させていただき、以

下、審査経過の中でありました質疑、要望等の主

なものと、その結果を取りまとめて御報告申し上

げます。 

  初めに、議第59号令和元年度米沢市一般会計補

正予算（第４号）の歳出については、補正予算の

提案があった款項のほか、事前に質問通告のあっ

た款項についても質疑が行われました。 

  第２款総務費では、会計年度任用職員制度の導

入に伴い人事給与システムの改修を行うようだが、

その制度の詳細が示されていないままシステム改

修を行うのか。この制度は来年４月１日から実施

されることになっており、制度が始まるまでに条

例・規則の改正などが必要であると思うが、いつ

詳細が決まるのか教えてほしいとして質疑があり

ました。 

  また、人材育成基本方針について、平成18年度

策定以降、改正がなく、消防職員の記載があるな

ど現況にそぐわないような中身であったことから、

以前、早急な改正をお願いしたが、その後どのよ

うになっているのかとして質疑がありました。 

  第３款民生費では、子供のための教育・保育給

付事業費の補正について、10月からの幼児教育・

保育の無償化に伴うものだと思うが、副食費の免

除については、所得の低い世帯は公定価格に含ま

れると思う。その他、本市単独の軽減措置という

ことで実施している部分もあると思うが、副食費

の軽減措置について、公定価格の副食費の減免が

含まれるところと、本市独自で減免するところの

対象者について確認したい。 

  また、副食費の独自減免について、年収360万円

末満相当世帯の子供や所得階層にかかわらず小学

校６年生から数えて第３子以降の子供となってい

るが、先行している他市自治体では、第１子の年

齢に関係なく実施しているところもある。本市と

して、せめて中学校３年生まで引き上げるような

ことはできないかとして質疑がありました。 

  第６款農林水産業費では、最近、熊による杉の

皮剝ぎ被害が多く見られ、また熊が人家近くへ出

没して住民の不安が募っている。熊の皮剝ぎ被害
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の状況把握を国や県の担当とともに、年内早々に

現況調査を行い、その内容を報告していただけな

いか。また、その際には、磐梯朝日国立公園と重

なる部分もあるため、熊の生息調査をする上でも、

所管する環境省からの協力を得て総合的な対策を

検討してはどうか。さらに、熊の捕獲については

法の規制があるが、このまま熊の捕獲頭数をふや

さないでおくと、林業に対する被害がさらに大き

くなる。熊の捕獲を推進する対策や捕獲頭数をふ

やす対策を国や県と早急に検討し推進してほしい

として質疑、要望がありました。 

  歳入では、公立保育所や児童センターの幼児教

育・保育の無償化に係る財源については、国から

措置され一般財源の持ち出しが減るということだ

が、今回の制度改正による市全体の財政負担の軽

減はどのくらいなのか教えてほしいとして質疑が

ありました。 

  以上が、議第59号令和元年度米沢市一般会計補

正予算（第４号）に対する審査の経過の中であり

ました質疑、要望でありますが、議第59号につき

ましては、全委員異議なく、原案のとおり可決す

べきものと決まりました。 

  次に、議第60号令和元年度米沢市国民健康保険

事業勘定特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、県の納付金の今年度の納付額は基金を取り

崩しての対応となると思うが、令和元年度末の基

金残高は現時点でどのように見込んでいるのか。

また、来年度も県への納付額がふえると思うが、

そのような状況について、本市としてどのように

考えているのかとして質疑がありましたが、議第

60号につきましては、全委員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決まりました。 

  次に、議第61号令和元年度米沢市介護保険事業

勘定特別会計補正予算（第２号）及び議第62号令

和元年度米沢市下水道事業会計補正予算（第１号）

につきましては、質疑もなく、全委員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決まりました。 

  次に、議第63号令和元年度米沢市立病院事業会

計補正予算（第１号）につきましては、10月１日

からの消費税率アップに伴う影響として、診療報

酬については非課税であるが、診療に必要な医薬

品や機材等は課税対象なので病院が負担せざるを

得ないという問題をテレビで取り上げていた。こ

のことについて、市立病院ではどのように影響す

ると考えているのかとして質疑がありましたが、

議第63号につきましては、全委員異議なく、原案

のとおり可決すべきものと決まりました。 

  次に、議第65号令和元年度米沢市一般会計補正

予算（第５号）の歳出でありますが、第７款商工

費について、８月臨時会で天元台ロープウェイ搬

器等修繕に係る費用及び株式会社天元台運営支援

補助金について可決された際、今後の収益を上げ

るための方策、中期的な見通しを立てるとなって

いたが、現時点での状況はどうなっているのかと

して質疑がありました。 

  以上が、議第65号令和元年度米沢市一般会計補

正予算（第５号）に対する審査の経過の中であり

ました質疑でありますが、議第65号につきまして

は、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきも

のと決まりました。 

  以上、当予算特別委員会に付託されました議案

の審査経過の概要と結果を申し上げ、委員長報告

といたします。 

○鳥海隆太議長 ただいまの予算特別委員長報告に

対し、御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第59号から議第63号まで及び議第65号の議案

６件を委員長報告のとおり決するに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。よって、

議第59号から議第63号まで及び議第65号の議案６
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件は、委員長報告のとおり決まりました。 

 

  

 

  日程第３１ 発議第５号加齢性難聴者の補 

        聴器購入に対する公的補助制 

        度の創設を求める意見書の提 

        出について 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第31、発議第５号加齢

性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創

設を求める意見書の提出についてを議題といたし

ます。 

  この場合、提出者から提案理由の説明を求めま

す。 

  提出者７番高橋壽議員。 

  〔７番高橋 壽議員登壇〕 

○７番（高橋 壽議員） ただいま上程になりまし

た発議第５号加齢性難聴者の補聴器購入に対する

公的補助制度の創設を求める意見書の提出につい

てでありますが、本案は、国において加齢性難聴

者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設する

よう、国会及び政府に対し意見書を提出しようと

するものであります。 

  以下、意見書案を朗読して、提案理由の説明に

かえさせていただきます。 

 

〔別紙 発議第５号朗読〕 

 

  以上でありますが、議員各位の御賛同をお願い

申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○鳥海隆太議長 ただいまの提出者説明に対し、御

質疑ありませんか。16番成澤和音議員。 

○１６番（成澤和音議員） 加齢性難聴、耳が聞こ

えないことによって生活に支障が出るというのは

十分に理解もできますし、事故に遭いやすくなる。

耳が聞こえないことによって判断がつかない。そ

ういったところで事故に遭いやすくなるというの

も理解はできます。 

  そこで伺いたいのですが、こちらの文面にも書

いておりますが、加齢性難聴になることによって、

脳の機能低下につながり、鬱病や認知症につなが

るのではないかというようなことがありますが、

こちらに関して因果関係であったり、医学的根拠

などがあったら、御説明願いたいと思います。 

○鳥海隆太議長 ７番高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） 医学的なということです

けれども、詳しくは、もしよろしければ病院事業

管理者もいらっしゃいますので、お聞きいただけ

ればいいかとは思いますが……。 

○鳥海隆太議長 高橋議員、もうちょっとマイクを

立てて。 

○７番（高橋 壽議員） 私が聞いている範囲では、

厚生労働省のほうで介護予防関係のマニュアルと

いうのを公表しているわけですけれども、平成24

年３月のマニュアルの中で、社会活動が不活発で

あることが認知症の発症リスクを上げる。あるい

は、閉じこもりは認知症の発症リスクとなってい

る可能性があると明記されているということです。

ということなので、厚生労働省のほうでもそうい

うふうな認識でいるのかなと思っております。 

  なお、この厚生労働省のマニュアルについては、

医学的根拠として、こういう調査あるいは科学的

な医学的な証明、こういうものがあるのでという

ところは書いてありませんが、今申し上げたよう

な文言が出されておりますので、恐らくはそうい

う医学的な根拠を厚生労働省のほうでもある程度

確認して、そういうマニュアルに記載されている

のではないかと考えています。 

○鳥海隆太議長 16番成澤和音議員。 

○１６番（成澤和音議員） ぜひ、困っていらっし

ゃる方、生活に支障を来している方に支援という

のは私重要だと思いますし、実態、どういった状

況でなっていくのか、そういったところもしっか

りこれから検証して、こういった支援の場をつく

っていかないといけないのだなとは思います。 
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  ただ、私も調べてみますと、こちらの加齢性難

聴に関してはいろいろ予防ができるのではないか。

いわゆる老化をおくらせることによって、加齢性

難聴をおくらせることができるのではないか。そ

ういった事前の予防策に関しても、非常に力を入

れていかないといけないのではないか。同時並行

で進めていかないといけないのではないかと思い

ます。常日ごろの生活習慣であったり、あと食事

であったり、運動であったり、そういったものを

しっかりと皆さんに周知することによって、防ぐ

ことができる、おくらせることが十分に可能だと

は思いますが、そちらの予防に関しては、どのよ

うに考えているのか伺いたいと思います。 

○鳥海隆太議長 ７番高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） 加齢性ということなので、

人間誰でも年をとることによって身体能力が劣っ

てくるというか、落ちてくるというのは当然の摂

理といいますか、なので、例えば目であれば老眼

になる、足腰が弱くなる、身体的に足腰が弱くな

る、耳に関しては聞こえにくくなるということで

すので、果たしてどういう予防があるかというの

は、これというものは人によって違うわけですし、

なかなか難しいところがあると思います。 

  ただ、やっぱりこの補聴器によって、難聴の程

度が重くなることをどうやって防いでいこうかと

いう研究については、厚生労働省のほうでもやり

出しておりまして、私の知る範囲では、国立研究

開発法人という開発法人、日本医療研究開発機構

というのがあるらしいですけれども、そこに委託

事業として現在聴覚障がい、加齢性難聴を含めて、

この補聴器をつけた場合、認知症の機能低下を予

防する効果がどれだけあるのかということを検証

しているということもやっていらっしゃると思い

ます。 

  日常生活の中で、どうすれば加齢性難聴を予防

するかというのは、私はなかなか難しいとは思い

ますけれども、少し私もいろいろ調べてみたいな

と思っています。 

○鳥海隆太議長 ほかに御質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 質疑を終結いたします。 

  次に、議員間討議を行います。議員間討議の御

希望はありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 なければ、議員間討議を終結いた

します。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  発議第５号を原案のとおり決するに御異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。よって、

発議第５号は原案のとおり決まりました。 

 

  

 

  日程第３２ 議員派遣について 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第32、議員派遣につい

てを議題といたします。 

  議員派遣につきましては、会議規則第167条第１

項の規定により、配付しておりますとおり決定い

たしますので、御了承願います。 

 

  

 

  市長挨拶 

 

○鳥海隆太議長 以上で、本定例会に付議されまし

た案件は全部議了いたしました。 

  閉会前に、市長から発言を求められております

ので、これを許可いたします。中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 市議会９月定例会の閉会に当たり、

一言御挨拶申し上げます。 
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  去る８月30日に招集いたしました本定例会は、

本日、全日程を終了いたしました。29日間にわた

る会期中、平成30年度一般会計及び特別会計並び

に公営企業会計の各決算の認定、人事案件、数多

くの案件について、終始真剣な御審議をいただき、

厚く御礼を申し上げます。 

  審議の過程で賜りました重要な御指摘、御意見

等につきましては、今後の市政執行に十分反映し

ていきたいと考えております。 

  さて、このたび平成30年度の各会計の決算を認

定いただきましたが、一般会計の収支状況は財政

健全化計画よりも大幅に改善し、過去最高水準の

基金残高を確保することができました。これから

本格化する市庁舎や市立病院の建てかえなどの大

規模事業に対する一定の備えができたものと考え

ております。 

  今後、健全な財政運営を維持しながら、これら

大規模事業を初めとするさまざまな市政の課題に

取り組むため、さらなる事務事業の見直しや効率

的な事業の推進を図ってまいりますので、議員各

位の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  結びに、議員各位の御健勝をお祈り申し上げ、

お礼の御挨拶とさせていただきます。 

  まことにありがとうございました。 

 

  

 

  閉    会 

 

○鳥海隆太議長 これをもちまして令和元年９月定

例会を閉会いたします。 

 

  午前１１時４１分 閉  会 

 


